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一般財団法人発電設備技術検査協会 認証センター(JAPEIC-MS&PCC)は、溶接施工工場からの

申請に基づき、電気工作物／発電用原子炉施設に適用する溶接施工法及び溶接士の技能確認試験

（文書評価業務及び立会業務）を行う業務を、以下に示す管理体制等のもとで実行する。 

 

【実行組織】    

一般財団法人発電設備技術検査協会は、1970年（昭和 45年）に火力及び原子力発電用機器の

品質の維持向上、安全性の確保を目的として通商産業大臣（現経済産業大臣）の許可を得て設立

された財団法人である。第三者機関として、安心な社会と明るい未来のために、発電設備の安全

性・信頼性の確保をしっかりサポートしている。創設以来、発電設備の品質維持・向上に携わってき

た本協会は、長年培ってきた実績と、結集した専門技術に磨きをかけている。 

今回、規定の確認試験業務を提供するのは、認証センターとする。認証センターは、一般財団法

人発電設備技術検査協会の中で独立した組織となっており、2004 年 8 月に（財）（現 公益財団法

人）日本適合性認定協会から製品認証機関として認定され、それ以後、客観性と独立性を持った組

織として、民間製品認証規格をベースに電気工作物の溶接部に関する溶接管理プロセス、溶接施

工法及び製品（溶接部）の認証及び溶接士技能の承認業務も行い、2008 年 4 月１日より組織統合

により ISO認証業務も行っている。 

認証センターは、全ての業務において、守秘性、客観性、公平性をもって対応する組織とする。 

確認試験業務に係る組織図及び責任と権限を付属書Ⅰ.に示す。 

 

【人的資源】 

１）一般財団法人発電設備技術検査協会は、四半世紀以上にわたり溶接施工法確認試験及び溶接

士技能確認試験の立会検査や評価業務を行ってきた。これらのサービス業務を継続するため、溶

接検査技師等の社内認定制度のもとで登録された要員を多数確保している。 

認証センターは、この規定の確認試験業務を多くの検査実績と技術力をもった評価要員（溶接

検査技師又は同等以上の力量を有する者）を活用し遂行する。 

   

なお、認証センターは、評価要員の力量（資格、法令や規格類の習熟度、経験等）及び利害

関係等を明確にする。特に、利害関係については、以下の点を遵守し統制する。 

 

(1) ある溶接施工工場の発電用原子炉に係わる確認試験業務に携わった者は、検査業務室が

設置者との契約のもとで行う、当該の溶接施工法及び溶接士の技能に係わる溶接事業者

検査（あらかじめの検査）に携わらない。 

   なお、この確認試験業務は、溶接事業者検査（あらかじめの検査）の前に行われるため、

上記の管理は、検査業務室が行うことになる。 このため、認証センターは、確認試験

業務に携わった者、該当溶接施工工場並びに溶接施工法及び溶接士の技能の直近の認証

日又は承認日を登録した「確認試験業務の従事実績表」を閲覧できるようにしておく。 
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 (2)  ある溶接施工工場の火力に係わる確認試験業務に携わった者は、その確認試験業務完

了（認証書/承認書発行日とする。）後２年間は、当該の溶接施工法又は溶接士の技能

を活用して製作し納入された製品（溶接部）に係わる溶接安全管理審査に携わらない。 

    なお、この確認試験業務は、溶接事業者検査の前に行われるため、上記の管理は、法

定業務室が行うことになる。 このため、認証センターは、確認試験業務に携わった

者、該当溶接施工工場並びに溶接施工法及び溶接士の技能の直近の認証日又は承認日

を登録した「確認試験業務の従事実績表」を閲覧できるようにしておく。 

 

 (3)  ある溶接施工工場の確認試験業務に携わる者は、過去 2年間、該当する溶接施工工場

の役員又は使用人であった場合、当該の溶接施工工場で本業務に携わらない。 

    

2)  評価要員の管理の詳細は、「溶接施工法及び溶接士技能の確認試験に係わる評価要員管理

要領」（WCC-0022）を定める。 

 

【確認試験要領】 

  1）契約等に関する事項 

「電気工作物／発電用原子炉施設の溶接施工法及び溶接士の技能確認試験に係わる申請及び

評価規則」(WCC-0001)に申請に必要な手順を示すとともに、契約の成立、確認試験の文書評価及び

実地評価項目、判定基準並びに帳票様式等を定める。 

 

2) 申請に関する事項 

確認試験の評価申請については、「電気工作物／発電用原子炉施設の溶接施工法及び溶接士

の確認試験に係わる申請及び評価規則」(WCC-0001)「4.評価申請書の提出方法」に示すように、日

本を東日本地区、西日本地区に分け、申請受理場所を定めることにより、効率的な運用及びサービ

スの向上に努める。 

 

  3) 確認試験の評価要領 

電気工作物／発電用原子炉施設に適用する溶接施工法及び溶接士の技能確認試験（立会

業務）は、以下に示す要領書を定め運用する。 

①溶接施工法確認試験： 電気工作物／発電用原子炉施設の溶接施工法確認試験 試験

検査要領書（WCC-0003） 

②溶接士技能確認試験： 電気工作物／発電用原子炉施設の溶接士技能確認試験 試験

検査要領書（WCC-0004）  

 

4) 立会業務等の頻度 

立会業務等の頻度を、「電気工作物／発電用原子炉施設の溶接施工法及び溶接士の技能確

認試験に係わる申請及び評価規則」(WCC-0001)の「付属書１ 評価方法」に次のように定め

運用する。 
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付属書１ 評価方法 

表１ 溶接施工法確認試験の評価方法 

評価項目  評価方法 

試験内容の確認 ※1 △ 

材料検査 ○ 

開先検査 ○ 

溶接作業 ○ 

外観検査 ○ 

溶接後熱処理検査 ○※３＋△ 

浸透探傷試験 ※２ ○ 

刻印移し替え ○ 

機械試験 ※４ ○ 

○：実地評価、△：記録評価 

※１ 溶接事業者検査員による試験内容の確認状況を記録で確認する。 

※２ クラッド溶接及び管と管板の取り付け溶接のみに適用 

※３ 熱処理中（技術基準で定められた炉の出入れ温度以上）に実地評価 

※４ 管と管板の取り付け溶接は、目視検査及びのど厚測定検査とする。 

 

 

付属書１ 評価方法 

 

表２ 溶接士技能確認試験の評価方法 

評価項目 評価方法 

試験内容の確認 ※1 △ 

材料検査 ○ 

開先検査 ○ 

溶接作業 ○ 

外観検査 ○ 

浸透探傷試験 ※２ ○ 

刻印移し替え ○ 

機械試験 ※３ ○ 

○：実地評価、△：記録評価 

※１ 溶接事業者検査員による試験内容の確認状況を記録で確認する。 

※２ クラッド溶接及び管と管板の取り付け溶接のみに適用 

※３ 管と管板の取り付け溶接は、目視検査及びのど厚測定検査とする。 
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  5) 確認試験に関する証明書の発行に関する事項 

「電気工作物／発電用原子炉施設の溶接施工法及び溶接士技能の確認試験に係わる申

請及び評価規則」(WCC-0001)に次のように定め運用する。 

 

8.2 評価結果の通知 

JAPEIC-MS&PCCは、評価結果を申請者に通知する。 

① 認証（承認）可の場合 

・溶接施工法確認試験・・・「溶接施工法確認試験認証書」を送付する。 

・溶接士技能確認試験・・・「溶接士技能確認試験承認書」を送付する。 

・溶接士技能更新・・・溶接施工工場所有の「溶接士の氏名,資格及び作業経歴」 

(WCF0001-302)に捺印又はサインすることにより評価結果 

を通知する。 

 

 

【関係資料の開示】 

確認試験に実施に当たり発行（又は提出）された規則、要領及び個人情報に係わる記録は、原

則として第三者への開示を禁止する。 

なお、第三者への開示の要求がある場合、認証センターの了解を得て行う。ただし、基準類の表

紙のみの開示は了解をとる必要はない。 

 

 

【異議申立て、苦情及び紛争】 

異議申立て、苦情又は紛争の申立てがある方は、認証センター長まで文書にて提出をお願いま

す。 
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管理グループ長 
 （管理グループリーダー）

西日本支部
認証業務統括

評価要員
 

評価要員
 

確認試験業務に係る組織図
 

担当理事
(トップマネジメント)

認証センター長
 

付属書Ⅰ（1/2）
 

製品認証グループ長
 （製品認証グループリーダー）
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付属書Ⅰ（2/2） 

 

【責任と権限】 

 
1 認証センター長 

認証センター長は、以下の事項について責任と権限を有する。 

（１） 溶接施工法及び溶接士技能確認試験結果の評価及び認証（承認）に関わる業務の実施 

（２） 確認試験業務に関する文書、品質記録の統括管理 

（３） 異議申立て、苦情及び紛争の処理 

（４） 不適合、是正処置及び予防処置の統括管理 

（５） 内部監査の統括管理 

（６） 評価要員の認定 

（７） 確認試験業務統括者の任命 

（８） 職員の教育訓練の統括管理 

（９） 溶接施工法の認証及び溶接士技能の承認に関する決定 

(10) マネジメントレビュー及び品質システムの改善の統括管理 

(11) 財政の管理 

 

2 製品認証グループ長／（製品認証グループリーダー） 

製品認証グループ長は、以下の事項について責任と権限を有する。 

（１） 東日本地区の確認試験業務に係る外部との交渉 

（２） 東日本地区の確認試験業務の計画、実施及び報告 

（３） 溶接施工法の評価結果の初期又は最終レビュー 

（４） 東日本地区の溶接士技能の承認に関する決定（認証センター長の常時代行） 

（５） 東日本地区の確認試験業務に関する定められた記録の作成及び管理 

（６） 確認試験業務に関するシステム文書の作成及び審査 

 

3 管理グループ長／（管理グループリーダー） 

管理グループ長は、以下の事項について責任と権限を有する。 

（１）確認試験業務申請者の登録活動の実施 

（２）内部監査の計画 

（３）確認試験業務に関するシステム文書の作成及び管理並びに配布 

（４）確認試験業務に関する定められた記録の作成及び管理 

（５）品質記録の保管に関する事項 

（６）確認試験業務に関する見積もりの実施 

（７）職員に対する教育訓練の実施 

（８）不適合、是正処置及び予防保全の管理 

 

4 認証業務統括(西日本支部) 

確認試験業務統括は、以下の事項について責任と権限を有する。 

（１）西日本地区の確認試験業務に係る外部との交渉 

（２）西日本地区の確認試験業務の計画、実施及び報告 

（３）西日本地区の溶接施工法の評価結果の初期レビュー 

（４）西日本地区の溶接士技能の承認に関する決定（認証センター長の常時代行） 

（５）西日本地区の確認試験業務に関する定められた記録の作成及び管理 

 

 


